
平成３０年７月 ３ １ 日

　

○規則

　

小田原市女性の活躍推進協議会規則

　

小田原市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則



小田原市女性の活躍推進協議会規則をここに公布する。

平成３０ 年

　

７

　

月 ３１日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

小田原市規則第４９号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　

小田原市女性の活躍推進協議会規則

　

（趣旨）

第１条

　

この規則は、 小田原市附属機関設置条例 （昭和５４年小田原市条例第１号） 第

　

２条の規定に基づき設置された小田原市女性の活躍推進協議会 （以下 「協議会」 とい

　

う。） の組織、 運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

　

（所掌事務）

第２条

　

協議会は、 地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に係る取組

　

に関する事項につき、 市長の諮問に応じて調査審議し、 その結果を報告し、 及び必要

　

と認める事項について意見を具申するものとする。

　

（委員）

第３条

　

協議会の委員 （以下 「委員」 という。） は、 次に掲げる者のうちから市長が委

　

嘱し、 又は任命する。

　

（１） 本市を管轄する公共職業安定所の職員

　

（２） 学識経験者

　

（３） 地域経済団体の役職員

　

（４） 事業者を代表する者

　

（５） 労働者を代表する者

　

（６） 市の職員

　

（７） 前各号に掲げる者のほか、 市長が必要と認める者

２

　

委員の任期は、 委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の末日までとする。 ただし、

　

委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、 前任者の残任期間とする。

３

　

委員は、 再任されることができる。

　

（会長）



第４条

　

協議会に会長を置き、 委員の互選により定める。

２

　

会長は、 会務を総理し、 協議会を代表する。

３

　

会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、 委員のうちからあらかじめ会長が

　

指名する者がその職務を代理する。

４

　

会長の任期は、 委員の任期による。

　

（会議）

第５条

　

協議会の会議は、 会長が招集し、 その議長となる。

２

　

協議会は、 委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。

３

　

協議会の議事は、 出席委員の過半数で決し、 可否同数のときは、 議長の決するとこ

　

ろによる。

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

（関係者の出席）

第６条

　

協議会において必要があると認めるときは、 その会議に、 議事に関係のある者

　

の出席を求め、 その意見又は説明を聴くことができる。

　

（秘密の保持）

第７条

　

委員は、 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、 ま

た同様とする。

　

（庶務）

第８条

　

協議会の事務は、 市民部人権・男女共同参画課において処理する。

　

（委任）

第９条

　

この規則に定めるもののほか、 協議会の運営に関し必要な事項は、 会長が協議

会に諮って定める。

　

附

　

則

　

この規則は、 公布の日から施行する。



小田原市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をこごに公布する。

平成３０ 年

　

７

　

月 ３１日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

小田原市規則第５０号

　　

小田原市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

　

小田原市国民健康保険条例施行規則 （昭和３４年小田原市規則第８号） の一部を次の

ように改正する。

様式第３１号その１を削り、 同様式その２備考２中 「限度額適用認定証の交付はでき

ません」 を 「限度額適用の認定をすることができない場合があります」 に改め、 同様式

その２を同様式とする。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この規則は、 平成３０年８月１日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

改正前の規定に定める様式に基づいて調製された用紙は、 当分の間、 所要の調整を

　

して使用することができる。


